
噴火を予知して住民に知らせる 

（短期予知） 
Short-term prediction 

2000年7月15日 新島羽伏浦（読売新聞） 



問題 

• ある成人病にかかる確率が1%だとする。 

• この成人病にかかっているかどうかを判定する検
査薬は誤判定率が5%、すなわち95%の確率で病
気を見分ける。 

• つまりこの検査薬を用いると、実際に病気にかかっ
ている人の95%が正しく陽性と判定されるが、5%
の人は誤って陰性と判定される。また正常な人の
5%も誤って陽性と判定される。 

• さて、病気にかかっているかどうかわからないあな
たが検査を受けたところ、陽性と判定された。あな
たが実際に病気にかかっている確率はどれくらい
か？ 



解答 

• あなたが実際病気である場合 1% 

 95%は正しく陽性と判断 （0.01*0.95 = 0.0095） 

 5%は誤って陰性と判断 （0.01*0.05 = 0.0005） 

• あなたが実際病気でない場合 99% 

 95%は正しく陰性と判断 （0.99*0.95 = 0.9405） 

 5%は誤って陽性と判断 （0.99*0.05 = 0.0495） 

• 病気であるという検査結果が得られたとき、本当に
病気である確率は、 

 0.0095/(0.0095+0.0495) = 0.161 



陽性 陰性 

病気あり 0.95% 0.05% 

病気なし 4.95% 94.05% 



ベイズの定理 

• 事前確率 検査を受ける前、病気である確
率（1%） 

• 検査 その信頼性（95%）  

• 事後確率 検査を受けたあとの病気である
確率（16%） 

• ベイズの定理は直感を裏切ることが多い 



噴火予知との関連 

• 噴火はめったに起きない（病気にかかる確率は
とても小さい） 

• 異常が観測されても噴火の前兆であるとは限ら
ない（検査薬の精度が低い） 

• ぜんぜん当たらない！ 

• 前兆でない異常がたくさん起きるということです。 

異常→噴火 異常なし→噴火 

異常→噴火なし 異常なし→噴火なし 



公の責任 

• この国の火山監視の責任機関は、気象庁で
ある。 

• しかし実際には、内閣府・国土交通省・大学
などが協力して火山防災にあたっている。 

• アメリカでは、合衆国地質調査所(USGS)に
権限と責任が一極集中している。 



気象庁は、火山に警報を出す義務を
2007年12月から負った 

• 気象業務法第13条 
気象庁は、政令の定
めるところにより、気象、
地象（地震及び火山現
象を除く。この章にお
いて以下同じ。）、津波、
高潮、波浪及び洪水に
ついての一般の利用
に適合する予報及び
警報をしなければなら
ない。 

•気象業務法第13条 気

象庁は、政令の定めると
ころにより、気象、地象
（地震にあっては、地震
動に限る。第16条を除き、

以下この章において同
じ。）、津波、高潮、波浪
及び洪水についての一
般の利用に適合する予
報及び警報をしなければ
ならない。 
 



気象庁が出す火山情報 

（2007年12月以降） 

• 噴火警報(居住地域） 

• 噴火警報（火口周辺） 

• 噴火予報 

• 火山の状況に関する解説情報 

• 噴火に関する火山観測報 

 

  



噴火警報（2007年12月から） 

• 噴火警戒レベル５ 噴火警報 

• 噴火警戒レベル４ 噴火警報（火口周辺） 

• 噴火警戒レベル３ 噴火予報 

• 噴火警戒レベル２ 噴火予報 

• 噴火警戒レベル１ 噴火予報 

 

注意報がないことに注意。 



火山の危険レベル（日本気象庁） 

• 噴火警戒レベル 

• レベル1からレベル5まで 

アメリカでは 

Kilauea Information Release issued Jul 2, 2007 17:10 HST 

Volcanic-Alert Level WATCH - Aviation Color Code 

ORANGE  

Kilauea Daily Update issued Jun 27, 2007 08:10 HST 

Volcanic-Alert Level ADVISORY - Aviation Color Code 

YELLOW  



火山噴火予知連絡会 

• 火山専門家と防災にかかわる行政官からなる。 

• 測地学審議会の建議に沿って1974年に組織された気
象庁長官の私的諮問機関である。 

• 私的諮問機関は審議会と違って法令上に設置根拠を
もたないが、しばしば審議会より大きな権威をもつ。 

• 噴火予知連も、伊豆大島1986年噴火や雲仙岳1991
年噴火などの経験を通して、現在進行中の噴火現象
についての総合判断を下す国の最高意思決定機関
であると社会に認知されるようになった。 

• 2000年3月の有珠山では噴火予知に成功したが、同
年8月の三宅島では、火山の動きをつかみそこねた。 

 



統一見解 

• 報道機関が求める。 

• 行政が求める。 

• しかし学者の意見は十人十色。 

• 未来を確定的に予測することは、そもそもできない。 

 

意見分布を公開している例 

• 最高裁判所の裁判官ごとの意見一覧 

• エコノミストの経済予測 



集団浅慮 

• 「三人よれば文殊の知恵」ということわざがあるが、  

• 集団の意思決定は、その集団の中の有能な個人
の決定より優れたものに必ずしもならない。 

• 集団が意思決定するときに、メンバー個人が持つ
批判的な思考能力が集団の話し合いの中で失わ
れてしまい、過度に危険な決定を集団が下してしま
う集団浅慮(groupthink)という現象が起こる。 

• 伝えるべきリスクがあると判断する個人が組織の
中にいても、その個人の行動が組織の中で評価さ
れないならば、その個人はリスクを伝えることを控
えてしまう。 



ホームドクター 

長所 

• その火山を熟知している。 

• 情報と命令系統の一元化が、簡単確実。 

 

短所 

• かならずしも最新の学識ではない。 

• そのひとの全人格に依存する。 

• ひとりに過重負担がかかる。火山は眠らない
がひとには休息が必要。 



1970年代の葛藤 

• 西インド諸島の二つのスフリエール火山。
自由な発言か、発言統制か。 

• 有珠山1977年。火砕流に封印。観光業。 

 

短期予知と防災は、学者の努力だけでは実
現できない。社会全体が、その実現に向けて
努力する必要がある。 



1980年代の葛藤 

• セントへレンズ1980年。山小屋の主人ハ
リー・トルーマン。 

• 伊豆大島1986年。鈴木都知事「嵐の前の
静けさではない」。1ヶ月の全島避難は法
的根拠なし。 

• 伊東1989年。市街地のすぐ前の海底で爆
発。 



1990年代の葛藤 

• 雲仙岳1991年。6月3日火砕流で43人犠牲。
市街地を警戒区域に指定。 

 

• 神戸の地震1995年1月 

 

• 岩手山1998年。風評被害。インターネット。 



2000年代の葛藤 

• 有珠山2000年。予知成功。ペット。 

• 三宅島2000年。疲弊した地方。補助金行
政。4年半に渡る長期避難。 

• 浅間山2004年。ハザードマップ。 



災害対策基本法（1） 

• 国の災害対策の基本となる重要な法律。1959年9
月の伊勢湾台風のあと1961年に作られた。 

• 避難勧告：災害対策基本法60条にもとづいて、市
町村長が発する。 

• 避難の指示：災害対策基本法60条にもとづいて、
市町村長が発する。事態が急を要する場合に出
される。 

• 避難命令：日本の法律に避難命令の規定はない。
ただし災害対策基本法63条に、「当該区域からの
退去を命ずることができる」とある。これを退去命
令あるいは避難命令だと解釈することは可能だろ
う。 

 



災害対策基本法第60条 

   （市町村長の避難の指示等） 

  災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、人の生命又は身体を災害から保護し、
その他災害の拡大を防止するため特に必要が
あると認めるときは、市町村長は、必要と認める
地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難
のための立退きを勧告し、及び急を要すると認
めるときは、これらの者に対し、避難のための立
退きを指示することができる。 



災害対策基本法（2） 

• 警戒区域指定：災害対策基本法６３条にもとづい
て，市町村長が発する．60条が対人的指定である
にくらべて，63条は地域的指定である．これには
罰則規定があり，違反したものには10万円以下の
罰金または拘留が処せられる（116条）． 

• 車両通行制限：災害対策基本法７６条によって都
道府県公安委員会が発する．これには罰則規定
があり，違反したものには３月以下の懲役または
20万円以下の罰金が処せられる（114条）． 



警察官職務執行法 

• 警察官が職権職務を忠実に遂行するために，必要な手
段を定めている．4条が，災害対策基本法61条と63条に
定められた避難等の通知の具体的方法を規定している． 

   

  （避難等の通知）第４条 
 警察官は、人の生命若しくは身体に危害を及ぼし、又は財産に
重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事
故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険
な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物
の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する
場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害
を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難さ
せ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係
者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを
命じ、又は自らその措置をとることができる。 



自衛隊の災害派遣 

• 都道府県知事が防衛大臣に要請する。 

• ただし小規模な災害では、あらかじめ防衛
大臣から指名を受けた現地部隊指揮官
（連隊長以上）の判断で部隊を派遣する 

• 文民統制と人命救助のバランス。 



噴火災害へ
の行動心得 

宮崎県消防防災課の
ページより 



 

鹿児島市教育委員会が2013年12月に作った小学1・2年生用「防災ノート」 



学校と防災 

• 学校は子どもを保護者から預かっている。
子どもの命をまもれないことがあてはなら
ない。 

– 大川小学校 

– 気仙沼の幼稚園バス 



新田次郎「熱雲」（1978） 

• なにからなにまで、それまで都市生活して
いた市民にとっては不満だった。 

• 「こんな豚小屋みたようなところにいるくら
いなら、サン・ピエールに帰って死んだほう
が増しだ」と云って、疎開して三日目になる
と市に引返すものがでて来た。 



• 警察署長「必ず爆発するのか」 

• 博士「それは分りません。だから可能性が高いと申
し上げました」 

• 「それは爆発しない可能性もあるということか」 

• 「勿論このままで平静にもどることもあります」 

• 「どっちなんだ。爆発するのか、しないのか」 

• 「爆発する可能性が高いと申し上げています」 

• 「それでは避難命令は出せない。どっちかにきめて
貰いたい」 

• 「それはできません」 

警察署長と博士の会話 



減災のテトラヘドロン（岡田弘） 

住民 

学者 
行政 

マスメディア 

学者・マスメディア・行政が協力して、住民を支えるモデル。 



減災のテトラヘドロン 

じつは利害が対立。緊張関係が必要。 

住民 

学者 
行政 

マスメディア 

生活も大事。 

生命の安全が第一。 

観光客が来なくなる。 

報道したい。視聴率が大事。 
研究費を獲得したい。 

国・都道府県・市町村に
よる責任の押し付け合い。 

観光業者・一般住民・
観光客の利害対立。 

研究成果を役立てたい。 雑音は聞きたくない。
学者からは統一され
た見解がほしい。 

学者は他人と違う 

意見を発表するの
が仕事。 

他社を出し抜いてスクープしたい。 

火山噴火の推移予測
は本質的にあいまい。 

学者は、確実なこと
だけを言ってほしい。 



私権の制限 

憲法22条  何人も、公共の
福祉に反しない限り、居住、
移転及び職業選択の自由を
有する。  

２  何人も、外国に移住し、
又は国籍を離脱する自由を
侵されない。  

憲法29条 財産権は、これを
侵してはならない。 

２ 財産権の内容は、公共の
福祉に適合するやうに、法
律でこれを定める。 

３ 私有財産は、正当な補償
の下に、これを公共のため
に用ひることができる。 

災害対策基本法63条 災害が発

生し、又はまさに発生しようとして
いる場合において、人の生命又は
身体に対する危険を防止するため
特に必要があると認めるときは、
市町村長は、警戒区域を設定し、
災害応急対策に従事する者以外
の者に対して当該区域への立入り
を制限し、若しくは禁止し、又は当
該区域からの退去を命ずることが
できる。 

 



愚行権 

• 人命保護は，本当にすべての場合において，場合に
よっては憲法に抵触しても，優先されるべきことなの
であろうか． 

• たとえば，生命倫理学においては，延命至上主義から
‘生命の質’重視主義への転換がはかられ，他者に危
害が及ばない範囲で，患者の自己決定権（言いかえれ
ば，愚行権）が尊重され始めている． 

• 多少の生命の危険を冒しても自分の生活の質を守る方
を選択したいという住民が，おそらく少数であるが存
在するだろう． 

• そのような住民の自己決定権は，警戒区域の設定に
よって（罰則をともなって）否定されることになるの
である． 

                    以上福崎（1996）による 



風評被害 

• ある地域の火山が噴火しそうだという風評が立っ
て、その地域の観光業が冷え込むことがある。この
ような経済的損失を風評被害という。 

• 風評とは、世間であれこれ取りざたすること。うわさ
のこと。したがって、その内容はウソの場合と本当
の場合がある。 

• ウソの風評は流布すべきでないが、本当のことが
広まることは、あながち悪いことだとは言えない。 

• 風評被害の発生を恐れて事実を隠蔽することは、
あってはならない。 



説明責任と 

   自己責任 

キラウエアの例 


